
新旧対照表

新 旧

高知県地域福祉活動推進事業費補助金交付要綱

第１条～第５条 略

（補助の条件）

第６条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。

(１)～(11) 略

(12) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して第３

号から第６号まで及び前２号に掲げるもののほか、次の条件を付さなければならな

いこと。

補助事業の終了後において、消費税の申告により当該間接補助金に係る消費税仕

入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに補助事業者に報告するとと

もに、当該金額を補助事業者に返還しなければならないこと。

第７条～第10条 略

附 則

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年３月

28日から施行する。

２ 略

３ この要綱は、令和６年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第６条第３号から第６号まで、第８条第３項及び第

10条の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成25年８月16日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

高知県地域福祉活動推進事業費補助金交付要綱

第１条～第５条 略

（補助の条件）

第６条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を

遵守しなければならない。

(１)～(11) 略

(12) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して第３

号から第６号まで、第10号及び前号に掲げるもののほか、次の条件を付さなけれ

ばならないこと。

補助事業の終了後において、消費税の申告により当該間接補助金に係る消費税仕

入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに補助事業者に報告するとと

もに、当該金額を補助事業者に返還しなければならないこと。

第７条～第10条 略

附 則

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は同年３月30

日から施行する。

２ 略

３ この要綱は、令和５年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第６条第３号から第６号まで、第８条第３項及び第

10条の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成25年８月16日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。



新 旧

附 則

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

別表第１（第２条、第３条関係）

附 則

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

別表第１（第２条、第３条関係）

１ 事業内容 ２ 補助基準額 ３ 補助対象経費

１ 市町村社会福祉協議会の総

合相談・生活支援機能の強化、地

域福祉活動計画に基づく小地域

福祉活動及び身近な地域におい

て住民による共助の取組(※)の

活性化の実践支援等を目的とし

て行う、次の事業

ž地域福祉のコーディネーター
等の人材育成を目的とした研

修会等の開催

ž市町村社会福祉協議会への助
言・指導又は広域的なコーデ

ィネートの実施

（※：身近な地域における住民

による共助の取組の例）

・ 課題を抱える者の早期発見

知事が必要がある

と認めた額

補助事業を行うために必要

な次の経費

給料、職員手当等、共済費、

報償費、旅費、需用費（消耗品

費、燃料費、印刷製本費及び修

繕料）、役務費（通信運搬費、

保険料及び手数料）、委託料、

使用料及び賃借料、備品購入費

（単価30万円以上の備品を除

く。）並びに助成金

１ 事業内容 ２ 補助基準額 ３ 補助対象経費

１ 市町村社会福祉協議会の総

合相談・生活支援機能の強化、地

域福祉活動計画に基づく小地域

福祉活動及び身近な地域におい

て住民による共助の取組の活性

化(※）の実践支援等を目的とし

て行う、次の事業

ž地域福祉のコーディネーター
等の人材育成を目的とした研

修会等の開催

ž市町村社会福祉協議会への助
言・指導又は広域的なコーデ

ィネートの実施

（※：身近な地域において住民

による共助の取組の活性化の

例）

・ 課題を抱える者の早期発見

知事が必要がある

と認めた額

補助事業を行うために必要

な次の経費

給料、職員手当等、共済費、

報償費、旅費、賃金、需用費（消

耗品費、燃料費、印刷製本費及

び修繕料）、役務費（通信運搬

費、保険料及び手数料）、委託

料、使用料及び賃借料、備品購

入費（単価30万円以上の備品

を除く。）並びに助成金
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別表第２（第５条、第６条関係） 略 別表第２（第５条、第６条関係） 略

・ 気軽に安心して通える居場所

の確保

・ 課題を複合化・複雑化させな

いための予防的対処

・ 地域資源を最大限活用した連

携の仕組みづくり

・ 気軽に安心して通える居場所

の確保

・ 課題を複合化・複雑化させな

いための予防的対処

・ 地域資源を最大限活用した連

携の仕組みづくり
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別記
第１号様式（第４条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

所 在 地
社会福祉法人高知県社会福祉協議会
代 表 者 名
生年月日

補助金交付申請書

高知県補助金等交付規則第３条及び高知県地域福祉活動推進事業費補助金交付要綱
第４条の規定により、令和 年度高知県地域福祉活動推進事業費補助金の交付を下記
のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１ 補助金交付申請額 円

２ 補助事業の目的及び内容

３ 添付書類
(１) 高知県地域福祉活動推進事業費補助金所要額調書（別紙１）
(２) 支出予定額内訳書（別紙２）
(３) 事業実施計画書（別紙３）
(４) 収支予算書抄本（別紙４）
（５) 県税の滞納がない旨を証する納税証明書

又は
県税完納情報の提供に係る同意書（※１）及び本人確認書類の写し（※２）
※１：税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式。

※２：補助事業者が個人の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、健康

保険証の写し等。補助事業者が法人の場合は、法人代表者のマイナン

バーカード、運転免許証、健康保険証の写し等。

（注）マイナンバーカードは表面のみコピー（裏面はマイナンバーの表示が

あるため、提出は不可とする。）、健康保険証の保険者番号及び被保険者

等記号・番号は復元できない程度にマスキング処理を施す等してください。

別記
第１号様式（第４条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

所 在 地
社会福祉法人高知県社会福祉協議会
代 表 者 名
生年月日

補助金交付申請書

高知県補助金等交付規則第３条及び高知県地域福祉活動推進事業費補助金交付要綱
第４条の規定により、令和 年度高知県地域福祉活動推進事業費補助金の交付を下記
のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１ 補助金交付申請額 円

２ 補助事業の目的及び内容

３ 添付書類
(１) 高知県地域福祉活動推進事業費補助金所要額調書（別紙１）
(２) 支出予定額内訳書（別紙２）
(３) 事業実施計画書（別紙３）
(４) 収支予算書抄本（別紙４）
（５) 県税の滞納がない旨を証する納税証明書
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別記第２、３号様式 略 別記第２、３号様式 略
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第４号様式（第８条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

所 在 地

社会福祉法人

高知県社会福祉協議会

代 表 者 名

事業実績報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の（変更）交付の決定

通知がありました令和 年度高知県地域福祉活動推進事業が完了しましたので、高知

県補助金等交付規則第11条第１項及び高知県地域福祉活動推進事業費補助金交付要綱

第８条第１項の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 補助金交付決定額 円

２ 補助金受入年月日 令和 年 月 日

３ 添付書類

(１) 高知県地域福祉活動推進事業費補助金精算額調書（別紙６）

(２) 支出済額内訳書（別紙７）

(３) 実績報告書（別紙８）

(４) 収支決算（見込み）書抄本（別紙９）

第４号様式（第８条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

所 在 地

社会福祉法人

高知県社会福祉協議会

代 表 者 名

事業実績報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の（変更）交付の決定

通知がありました令和 年度高知県地域福祉活動推進事業が完了しましたので、高知

県補助金等交付規則第11条第１項及び高知県地域福祉活動推進事業費補助金交付要綱

第８条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 補助金交付決定額 円

２ 補助金受入年月日 令和 年 月 日

３ 添付書類

(１) 高知県地域福祉活動推進事業費補助金精算額調書（別紙６）

(２) 支出済額内訳書（別紙７）

(３) 実績報告書（別紙８）

(４) 収支決算（見込み）書抄本（別紙９）
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別記第５号様式 略

別紙１～９ 略

別記第５号様式 略

別紙１～９ 略


